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第１ 【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社

証券コード 9836

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

 

 

第２ 【提出者に関する事項】

１ 【提出者(大量保有者)／１】

 

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー

（Levi Strauss & Co.）

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国、デラウェア州、ニューキャッスル郡、ウィルミントン、

リトル・フォールス・ドライブ 251

(251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, New Castle County,

United States of America)

（同所は登録上の本店所在地であり、実際の事業運営は、アメリカ合衆国

カリフォルニア州にある本社で行っています。）

事務上の連絡先及び担当者名
東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士　三国谷 亮太

電話番号 03-6775-1000

 

 

第３ 【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.６

訂正される報告書の報告義務発生日 令和元年12月19日

訂正箇所 下記参照

 

 

（訂正前）

【表紙】

【提出書類】 変更報告書　No.６

 

（訂正後）

【表紙】

【提出書類】 変更報告書　No.７

 

 

（訂正前）
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第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 202,676

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 202,676

 

（訂正後）

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 1,482,732

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 1,482,732
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